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老健施設に関係する新型コロナ特例の主な変更点（令和6年4月1日以降）

●かかりまし経費（補助金）
・老健施設3.8万×定員
・コロナ患者への対応に係る業務手当（危険手当）の上限を設定

1人あたり上限4,000円/日 ※これまで上限設定なし

●施設内療養（補助金）
・陽性者が発生した場合 1人あたり5,000円/日（半額）
・クラスター10人以上の場合 1人あたり ＋5,000円/日（半額）

●退院基準を満たすコロナ患者の受入れ（退所前連携加算）
（老健の場合） 前半7日間 600単位×7

後半7日間 400単位×7 合計14日間

廃
止
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●コロナ治療薬は、他科受診時、癌の薬等同様医療保険で算定
ただし、利用者負担分の公費は廃止

●指標のカウントの考え方は、令和７年３月３１日まで継続

●他科受診時のコロナの検査については、５月３１日をもって医療保険の算
定は終了
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他科受診について

ROKENくん
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新型コロナ治療薬の他科受診時の費用について

【通則】
〇 本事務連絡において、「新型コロナウイルス感染症患者」とは、新型コロナウイルス感染
症と診断された患者（新型コロナウイルス感染症から回復した患者を除く。）をいう。

【医科診療報酬点数表に関する取扱い】
２．令和６年４月以降も当面の間継続する取扱いについて（抗ウイルス剤（新型コロナウイル
ス感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。）の特性を踏まえた対応）
③ 介護医療院又は介護老人保健施設に入所する新型コロナウイルス感染症患者に対して、
抗ウイルス剤（新型コロナウイルス感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。）を、
療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行った上で投与した場合に、特掲診療料
の施設基準等（平成２０年厚生労働省告示第６３号）第１６第２号に規定する内服薬及び
第３号に規定する注射薬のうち、「抗ウイルス剤（Ｂ型肝炎又はＣ型肝炎の効能又は効果
を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はＨＩＶ感染症の効能又は効果を有するものに
限る。）」とみなして、本剤に係る薬剤料を算定できる。なお、調剤料や注射実施料等の
算定については、特に定めのない限り、要介護被保険者等である患者について療養に要す
る費用の額を算定できる場合（平成２０年厚生労働省告示第１２８号）等に基づき取り扱
うことに留意されたい。
令和６年３月５日：令和６年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取

扱い等について
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引き続き、他科受診して処方された、保険適用されている新型コロナウイルス感染症治療
薬については、全額施設負担ではなく、薬剤料は医療保険で算定できるということ。
また、６月に診療報酬改定により医療保険で算定できる薬について、処方箋料や調剤料に
おいても医療保険で対応となっていることから、新型コロナ治療薬も同様の対応となる。

要するに



令和６年３月３１日まで

利用者の薬の負担について（公費廃止）

診療報酬
７割～９割

診療報酬
７割～９割

★

コ

ロ

ナ

治

療

薬

の

薬

剤

料
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施設なし・利用者負担あり

令和６年４月１日から

３割～１割

利用者
負担

公
費

利用者負担
３割～１割

変更あり

施設なし・利用者負担あり
（上限額あり）

・３割負担の方＝９,０００円（自己負担額の上限）
・２割負担の方＝６,０００円（自己負担額の上限）
・１割負担の方＝３,０００円（自己負担額の上限）

●ラゲブリオの薬剤料：約９万４３２１円

・３割負担の方＝約２８,２００円
・２割負担の方＝約１８,８００円
・１割負担の方＝約 ９,４００円

※薬価 R6.3.13時点



他科受診時の検査の費用について

【医科診療報酬点数表に関する取扱い】
１．令和６年５月３１日までに終了する取扱いについて（令和６年診療報酬改定以降の措置に
包含される対応）
⑥ 介護医療院等に入所する患者（介護医療院等において短期入所療養介護又は介護予防短
期入所療養介護を受けている患者を含む。）に対し、保険医療機関がSARS-CoV-2 核酸検
出等及び SARS-CoV-2 抗原検出等を実施した場合にあっては、別途、SARS-CoV-2 核酸検
出等及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料並びに SARS-CoV-2 抗原検出等及び
検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料を算定できる取扱い。

⑦ ①～⑥を算定する場合において、微生物学的検査判断料及び免疫学的検査判断料は月１
回に限り算定することができる点数であることに留意すること。また、検査を実施した日
時及び検査実施の理由等について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

令和６年３月５日：令和６年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取
扱い等について
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症状がありコロナの疑いありと判断した場合の検査は保険適用されていたが、５月３１
日で終了することになる。

要するに



受診

往診

医療機関の医師 利用者A

利用者B

処方料・処方箋料等、
調剤基本料、調剤料、服薬管理指導料等

１日２回（１回４カプセル）
５日間服用「約9万4312円」

老健施設 施設負担

施設医師
が処方

医療機関の
医師が処方

●その他の医療機関・薬局からの場合

●併設医療機関・薬局からの場合

初診料・再診料・往診料・処方料・処方箋料等、
調剤基本料、調剤料、服薬管理指導料等

薬の卸業者 薬

薬
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※医療機関で処方する場合、令和６年５月３１日まで

老健施設のコロナ感染者の往診・受診時の他科受診の考え方
【ラゲブリオ（経口薬）の場合】

※診療報酬について、受診先にご確認ください

※薬価 R6.3.13時点



受診

往診

医療機関の医師 利用者A

利用者B

受診時の医師の診察結果による
※ラゲブリオのみの処方なら施設負担なしの場合あり
※検査があれば検査料

１日２回（１回４カプセル）
５日間服用「約9万4312円」

老健施設 施設負担

施設医師
が処方

医療機関の
医師が処方

●その他の医療機関・薬局からの場合

●併設医療機関・薬局からの場合

初診料・再診料・往診料・処方料・処方箋料等、
調剤基本料、調剤料、服薬管理指導料等

薬の卸業者 薬

薬
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※医療機関で処方する場合、令和６年６月１日以降
新型コロナ治療薬の処方箋料と調剤管理料の考え方が改定

老健施設のコロナ感染者の往診・受診時の他科受診の考え方
【ラゲブリオ（経口薬）の場合】

※診療報酬について、受診先にご確認ください

※薬価 R6.3.13時点



コロナ感染者の利用者の他科受診について

処方例（院外処方の場合）
新型コロナ治療薬として「ラゲブリオ」を処方された場合
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処方箋料

ラゲブリオ

施設負担

院外薬局

薬剤料

ラゲブリオ

医療保険

調剤基本料
薬剤調製料
調剤管理料

服薬管理指導料3
等

施設負担

受診医療機関

改
定
前

改
定
後

処方箋料

ラゲブリオ

医療保険

薬剤料

ラゲブリオ

医療保険

調剤基本料
薬剤調製料
調剤管理料

服薬管理指導料3
等

医療保険

受診医療機関
院外薬局

（令和6年6月以降）↓

【その他の医療機関を受診】



コロナ感染者の利用者の他科受診について

処方例（院外処方の場合）
新型コロナ治療薬として「ラゲブリオ」を処方された場合
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処方箋料

ラゲブリオ

施設負担

院外薬局

薬剤料

ラゲブリオ

医療保険

調剤基本料
薬剤調製料
調剤管理料

服薬管理指導料3
等

施設負担

受診医療機関

改
定
前

改
定
後

処方箋料

ラゲブリオ

施設負担

薬剤料

ラゲブリオ

医療保険

調剤基本料
薬剤調製料
調剤管理料

服薬管理指導料3
等

施設負担

受診医療機関
院外薬局

（令和6年6月以降）↓

【併設医療機関を受診】

変更なし
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R6.3.13 中医協資料抜粋
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介護報酬について

ROKENくん
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指標の取扱いは当面の間継続
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令和６年３月１９日：令和６年４月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症については通常の医療提供体制に移行し、各種公費支援等の
対応は終了
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
に関する事務連絡については、令和６年３月３１日をもって廃止

ただし、指標の取扱いについては令和６年４月１日から令和７年３月31日まで継続



ク 新興感染症等施設療養費 ２４０単位/日 告示第21号

変わりに介護報酬で新興感染症等施設療養費が新設

注 介護老人保険施設が、入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対
応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者に対し、適
切な感染対策を行った上で、介護保健施設サービスを行った場合に、１月に１回、連続する５日を
限度として算定する。
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留意事項（老企第40号）
(５１) 新興感染症等施設療養費について
４の(２２)を準用する。

(２２) 新興感染症等施設療養費について
① 新興感染症等施設療養費は、新興感染症のパンデミック発生時等において、施設内で感染し
た高齢者に対して必要な医療やケアを提供する観点や、感染拡大に伴う病床ひっ迫を避ける観
点から、必要な感染対策や医療機関との連携体制を確保した上で感染した高齢者の療養を施設
内で行うことを評価するものである。
② 対象の感染症については、今後のパンデミック発生時等に必要に応じて厚生労働大臣が指定
する。令和６年４月時点においては、指定している感染症はない。
③ 適切な感染対策とは、手洗いや個人防護具の着用等の標準予防策（スタンダード・プリコー
ション）の徹底、ゾーニング、コホーティング、感染者以外の入所者も含めた健康観察等を指し、
具体的な感染対策の方法については、「介護現場における感染対策の手引き（第３版）」を参考と
すること。

令和６年４月以降、コロナに罹患された入所者を施設内で療養した場合の補助（基金）は終了


